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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　実装面および前記実装面に繋がる側端面を有し、前記実装面に電子部品が実装される基
板と、
　天面部および前記天面部の外周に立設された複数の側部を有するシールドケースと、
　前記基板と前記シールドケースとを接合する接合部材とを備え、
　前記接合部材が半田であり、
　前記基板の側端面の一部と重畳する脚部が前記シールドケースの複数の側部のうちの所
定の側部から延ばされているとともに、前記基板の側端面の一部と前記シールドケースの
脚部とが前記半田で接合されており、
　前記基板の側端面の一部と前記シールドケースの脚部との重畳部分を露出させるための
開口部が前記シールドケースの所定の側部から天面部に跨るように形成されていることを
特徴とする回路モジュール。
【請求項２】
　前記基板に端面スルーホールが形成されており、
　前記シールドケースの脚部に接合される前記基板の側端面の一部が前記端面スルーホー
ルの内側面とされていることを特徴とする請求項１に記載の回路モジュール。
【請求項３】
　前記端面スルーホールの形状が半長円形状とされていることを特徴とする請求項２に記
載の回路モジュール。
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【請求項４】
　前記シールドケースの複数の側部が互いに対向する一対の第１側部を含み、
　前記シールドケースの少なくとも一対の第１側部のそれぞれが、前記脚部が延ばされ、
かつ、前記開口部が形成された所定の側部とされていることを特徴とする請求項１～３の
いずれかに記載の回路モジュール。
【請求項５】
　前記シールドケースの複数の側部が互いに対向する一対の第２側部をさらに含み、
　前記シールドケースの少なくとも一対の第２側部のそれぞれの先端が前記基板の実装面
に当接していることを特徴とする請求項４に記載の回路モジュール。
【請求項６】
　前記基板の板厚方向で見て、前記シールドケースの開口部の内側面のうちの前記脚部側
の面の位置と前記基板の実装面の位置とが同じとなっていることを特徴とする請求項１～
５のいずれかに記載の回路モジュール。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の回路モジュールを備えていることを特徴とする電子機
器。
【請求項８】
　請求項１～６のいずれかに記載の回路モジュールの製造方法であって、
　実装面および前記実装面に繋がる側端面を有する基板を作製し、前記基板の実装面に電
子部品を実装する工程と、
　天面部および前記天面部の外周に立設された複数の側部を有するシールドケースを作製
する工程と、
　前記基板と前記シールドケースとを接合部材で接合する工程とを備え、
　前記接合部材が半田であり、
　前記シールドケースを作製する際に、前記基板の側端面の一部と重畳する脚部を前記シ
ールドケースの複数の側部のうちの所定の側部から延ばすとともに、前記基板の側端面の
一部と前記シールドケースの脚部との重畳部分が露出されるような開口部を前記シールド
ケースの所定の側部から天面部に跨るように形成し、
　前記基板の側端面の一部と前記シールドケースの脚部との重畳部分が前記シールドケー
スの開口部から露出された状態で、前記基板の側端面の一部と前記シールドケースの脚部
とを前記半田で接合することを特徴とする回路モジュールの製造方法。
【請求項９】
　前記シールドケースの開口部から前記半田に熱を加えることにより、前記基板の側端面
の一部と前記シールドケースの脚部とを前記半田で接合することを特徴とする請求項８に
記載の回路モジュールの製造方法。
【請求項１０】
　前記半田に加える熱がレーザ光を照射することで発生する熱であることを特徴とする請
求項９に記載の回路モジュールの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路モジュールおよびそれを備えた電子機器ならびに回路モジュールの製造
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＩＣなどの電子部品を基板に実装し、その基板に実装した電子部品をシールドケ
ースで覆った回路モジュールが知られている（たとえば、特許文献１参照）。以下に、図
９を参照して、従来の回路モジュールの構成の一例を簡単に説明する。
【０００３】
　従来の回路モジュールでは、図９に示すように、平面視における外形形状が略四角形状
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とされた基板１０１の実装面１０１ａに、ＩＣなどの電子部品（図示せず）が実装されて
いる。そして、その電子部品を覆うシールドケース１０２が基板１０１に取り付けられて
いる。
【０００４】
　ところで、基板１０１に対するシールドケース１０２の取り付けは、基板１０１の実装
面１０１ａにシールドケース１０２の一部を接合することによってなされている。具体的
に言うと、基板１０１の実装面１０１ａには、その四隅に接合スペース１０１ｂが確保さ
れているとともに、シールドケース１０２には、接合片となる４つの脚部１０２ａが形成
されている。そして、基板１０１の四隅の接合スペース１０１ｂのそれぞれに、シールド
ケース１０２の４つの脚部１０２ａが接合されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－１６８９０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の回路モジュールでは、上記したように、基板１０１の実装面１０１ａに、電子部
品が実際に実装される実装スペースに加えて、接合スペース１０１ｂをも確保しておく必
要がある。したがって、基板１０１の外形サイズが大きくなり、結果として、回路モジュ
ールを小型化するのが困難になってしまう。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、小型化を図ることが可能な
回路モジュールおよびそれを備えた電子機器ならびに回路モジュールの製造方法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の局面による回路モジュールは、実装面およ
び実装面に繋がる側端面を有し、実装面に電子部品が実装される基板と、天面部および天
面部の外周に立設された複数の側部を有するシールドケースと、基板とシールドケースと
を接合する接合部材とを備えている。そして、基板の側端面の一部と重畳する脚部がシー
ルドケースの複数の側部のうちの所定の側部から延ばされているとともに、基板の側端面
の一部とシールドケースの脚部とが接合部材で接合されており、基板の側端面の一部とシ
ールドケースの脚部との重畳部分を露出させるための開口部がシールドケースの所定の側
部に形成されている。
【０００９】
　第１の局面では、上記のように、基板の側端面の一部と重畳する脚部をシールドケース
の複数の側部のうちの所定の側部から延ばすとともに、基板の側端面の一部とシールドケ
ースの脚部とを接合部材で接合することによって、基板とシールドケースとを接合するた
めの接合スペースを基板の実装面に確保することなく、基板とシールドケースとの接合を
行える。これにより、基板の外形サイズを小さくすることができ、結果として、回路モジ
ュールの小型化を図ることが可能となる。
【００１０】
　さらに、第１の局面では、上記のように、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部
との重畳部分（接合部材による接合部分）を露出させるための開口部をシールドケースの
所定の側部に形成することによって、たとえば、接合時に加熱が必要な接合部材を用いる
場合、シールドケースの開口部をレーザ光の通光孔として機能させれば、接合部材にのみ
部分的にレーザ光を照射して熱を加えることができる。すなわち、リフロー炉などによっ
て接合部材を加熱する場合とは異なり、基板の全体が加熱されることはない。このため、
電子部品に熱ダメージが加わり難くなり、信頼性が向上する。また、基板の側端面の一部
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とシールドケースの脚部との重畳部分（接合部材による接合部分）がシールドケースの開
口部から露出していれば、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部との間の接合状態
を確認することも容易にできる。
【００１１】
　上記第１の局面による回路モジュールにおいて、接合部材が半田であることがより好ま
しい。このように構成すれば、容易に、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部とを
接合することができる。
【００１２】
　上記第１の局面による回路モジュールにおいて、シールドケースの所定の側部から天面
部に跨るように開口部が形成されていることが好ましい。このように構成すれば、基板の
側端面の一部とシールドケースの脚部との重畳部分（接合部材による接合部分）がより大
きく露出されるので、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部との接合作業が容易と
なる。
【００１３】
　特に、接合部材にレーザ光を照射することによって基板の側端面の一部とシールドケー
スの脚部とを接合する場合には、レーザ光の接合部材への照射を効率的に行うことができ
る。すなわち、シールドケースの所定の側部から天面部に跨るように開口部が形成されて
いれば、シールドケースの天面部側から見て接合部材が露出された状態となるので、接合
部材にレーザ光を当て易くなる。その一方、シールドケースの所定の側部にだけ開口部が
形成されているとすると、シールドケースの天面部側から見て接合部材が露出されていな
い状態となるので、接合部材にレーザ光を当て難くなる。
【００１４】
　上記第１の局面による回路モジュールにおいて、基板に端面スルーホールが形成されて
おり、シールドケースの脚部に接合される基板の側端面の一部が端面スルーホールの内側
面とされていることが好ましい。このように構成すれば、基板の側端面の一部（端面スル
ーホールの内側面）とシールドケースの脚部との間の接合面積が増大するので、基板とシ
ールドケースとの接合をより強固にすることができる。さらに、端面スルーホールを位置
決め部として利用すれば、基板とシールドケースとの間の位置ずれを抑制することもでき
る。
【００１５】
　基板に端面スルーホールが形成されている構成において、その端面スルーホールの形状
が半長円形状とされていることがより好ましい。このように端面スルーホールの形状が半
長円形状であれば、端面スルーホールの形状が一般的な半円形状である場合に比べて、基
板の内側への切り込み量が小さくなる。したがって、基板に端面スルーホールを形成した
としても、基板の実装面の面積が小さくなるのを抑制することができる。
【００１６】
　上記第１の局面による回路モジュールにおいて、シールドケースの複数の側部が互いに
対向する一対の第１側部を含み、シールドケースの少なくとも一対の第１側部のそれぞれ
が、脚部が延ばされ、かつ、開口部が形成された所定の側部とされていることがより好ま
しい。このように構成すれば、基板に対するシールドケースの接合をバランスよく行うこ
とができる。
【００１７】
　シールドケースの複数の側部が互いに対向する一対の第１側部を含む構成において、シ
ールドケースの複数の側部が互いに対向する一対の第２側部をさらに含み、シールドケー
スの少なくとも一対の第２側部のそれぞれの先端が基板の実装面に当接していることが好
ましい。このように構成すれば、シールドケースの天面部が傾かないように規制されるの
で、基板の実装面に対してシールドケースの天面部を水平に保持することができる。
【００１８】
　上記第１の局面による回路モジュールにおいて、基板の板厚方向で見て、シールドケー
スの開口部の内側面のうちの脚部側の面の位置と基板の実装面の位置とが同じとなってい
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ることが好ましい。
【００１９】
　本発明の第２の局面による電子機器は、上記第１の局面による回路モジュールを備えて
いる。このように構成すれば、電子機器を小型化することができる。
【００２０】
　本発明の第３の局面による回路モジュールの製造方法は、実装面および実装面に繋がる
側端面を有する基板を作製し、基板の実装面に電子部品を実装する工程と、天面部および
天面部の外周に立設された複数の側部を有するシールドケースを作製する工程と、基板と
シールドケースとを接合部材で接合する工程とを備えている。そして、シールドケースを
作製する際に、基板の側端面の一部と重畳する脚部をシールドケースの複数の側部のうち
の所定の側部から延ばすとともに、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部との重畳
部分が露出されるような開口部をシールドケースの所定の側部に形成し、基板の側端面の
一部とシールドケースの脚部との重畳部分がシールドケースの開口部から露出された状態
で、基板の側端面の一部とシールドケースの脚部とを接合部材で接合する。
【００２１】
　第３の局面では、上記のような製造方法を用いて回路モジュールを製造することによっ
て、基板とシールドケースとを接合するための接合スペースを基板の実装面に確保するこ
となく、基板とシールドケースとの接合を行える。これにより、基板の外形サイズを小さ
くすることができ、結果として、回路モジュールの小型化を図ることが可能となる。
【００２２】
　さらに、第３の局面による回路モジュールの製造方法であれば、たとえば、接合時に加
熱が必要な接合部材を用いる場合、シールドケースの開口部をレーザ光の通光孔として機
能させることにより、接合部材にのみ部分的にレーザ光を照射して熱を加えることができ
る。これにより、電子部品に熱ダメージが加わり難くなり、信頼性が向上する。また、基
板の側端面の一部とシールドケースの脚部との重畳部分（接合部材による接合部分）がシ
ールドケースの開口部から露出されているので、基板の側端面の一部とシールドケースの
脚部との間の接合状態を確認することも容易にできる。
【００２３】
　上記第３の局面による回路モジュールの製造方法において、接合部材が半田であり、シ
ールドケースの開口部から半田に熱を加えることにより、基板の側端面の一部とシールド
ケースの脚部とを半田で接合することが好ましい。このように構成すれば、容易に、基板
の側端面の一部とシールドケースの脚部とを接合することができる。
【００２４】
　この場合、半田に加える熱がレーザ光を照射することで発生する熱であることがより好
ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明によれば、容易に、回路モジュールを小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本実施形態による回路モジュールの側面図である。
【図２】本実施形態による回路モジュールの分解斜視図である。
【図３】本実施形態による回路モジュールの接合部分の断面図である。
【図４】図３に示した接合部分を拡大した図である。
【図５】本実施形態による回路モジュールの断面図である。
【図６】本実施形態による回路モジュールの製造方法を説明するための図（接合部分にレ
ーザ光が照射されている状態の図）である。
【図７】本実施形態の変形例による回路モジュールのシールドケースの斜視図である。
【図８】本実施形態の変形例による回路モジュールの接合部分の図である。
【図９】従来の回路モジュールの斜視図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下に、図１～図５を参照して、本実施形態による回路モジュール１１の構成について
説明する。
【００２８】
　本実施形態による回路モジュール１１は、図１に示すように、たとえば、携帯電話に代
表されるモバイル機器（電子機器）のマザーボード１２に搭載されるものであって、基板
１と、その基板１に装着されるシールドケース２とを少なくとも備えている。なお、基板
１はガラスエポキシ基板などの有機基板からなっているとともに、シールドケース２は洋
白板（銅と亜鉛とニッケルとを含む合金板）からなっている。
【００２９】
　基板１は、図２に示すように、金属配線パターン（図示せず）が設けられた実装面１ａ
を有し、平面視における外形形状、すなわち、実装面１ａ側から見た場合の外形形状が略
四角形状とされている。そして、基板１の実装面１ａには複数の電子部品３が実装されて
おり、金属配線パターンを介して電子部品３に電力（電気信号）が供給されるようになっ
ている。
【００３０】
　基板１の実装面１ａに実装される電子部品３としては、たとえば、ＩＣ、メモリ、トラ
ンジスタおよび抵抗などであり、個数や種類は用途に応じて変更される。また、電子部品
３の実装方法としては、電子部品３の端子を金属配線パターンに半田付けする場合もある
し、電子部品３の端子をスルーホールに挿入して半田付けする場合もある。
【００３１】
　また、基板１の平面視における外形形状は略四角形状となっていることから、基板１は
実装面１ａに繋がる４つの側端面を有していることになる。以下、基板１の４つの側端面
のうち、互いに逆方向に向く所定の一対の側端面に符号１ｂを付し、別の一対の側端面に
符合１ｃを付して説明する。また、以下の説明では、基板１の実装面１ａに対して平行な
方向のうち、側端面１ｂに沿った方向をＸ方向とし、側端面１ｃに沿った方向をＹ方向と
する。また、基板１の板厚方向（実装面１ａの法線方向）をＺ方向とする。
【００３２】
　この基板１の側端面１ｂには、平面視における形状が半円形状とされた一般的な端面ス
ルーホール（内側面が金属メッキされた凹み）４が形成されている。一方で、基板１の側
端面１ｃには、そのような端面スルーホール４は形成されていない。なお、端面スルーホ
ール４は外部接続端子などとして利用されるものであって、個数や形成箇所は特に限定さ
れるものではない。
【００３３】
　シールドケース２は、洋白板を折り曲げ加工することで得られ、平面視における外形形
状が略四角形状とされた天面部２ａと、その天面部２ａの外周に立設された４つの側部と
を有している。そして、シールドケース２が基板１に装着されると、基板１の実装面１ａ
がシールドケース２の天面部２ａと対向される。すなわち、電子部品３の上方側（実装側
とは反対側）がシールドケース２の天面部２ａによって覆われる。これにより、電子部品
３の上方側からの電磁波の侵入、および、電子部品３の上方側への電磁波の漏洩が抑制さ
れる。
【００３４】
　さらに、シールドケース２が基板１に装着された状態においては、シールドケース２の
４つの側部によって電子部品３の側方側が覆われる。したがって、電子部品３の側方側か
らの電磁波の侵入、および、電子部品３の側方側への電磁波の漏洩が抑制される。以下、
シールドケース２の４つの側部のうち、互いに対向する所定の一対の側部に符号２ｂを付
し、別の一対の側部に符号２ｃを付して説明する。
【００３５】
　このシールドケース２の側部２ｂおよび２ｃは、それぞれの先端２ｄおよび２ｅのＺ方
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向における位置が互いに同じとされている。ただし、シールドケース２の側部２ｂの先端
２ｄからはＺ方向の一方側に向かって脚部２ｆがさらに延ばされ、側部２ｃの先端２ｅか
らは脚部２ｆは延ばされてはいないという点が異なっている。なお、シールドケース２の
側部２ｂおよび２ｃは、それぞれ、本発明の「第１側部」および「第２側部」の一例であ
る。
【００３６】
　そして、本実施形態では、基板１の側端面１ｂの一部にシールドケース２の脚部２ｆが
接合されることによって、シールドケース２の基板１への装着がなされている。
【００３７】
　具体的には、図２および図３に示すように、シールドケース２の脚部２ｆが基板１の側
端面１ｂの一部（２つの端面スルーホール４の間の所定部分）と重畳されている。また、
基板１の側端面１ｂの一部上、すなわち、基板１の側端面１ｂの一部とシールドケース２
の脚部２ｆとの間に、接合部材としての半田５が設けられている。そして、その半田５を
介して、基板１の側端面１ｂの一部とシールドケース２の脚部２ｆとが接合されている。
【００３８】
　ここで、シールドケース２の脚部２ｆのＸ方向の幅については特に限定されるものでは
ないが、本実施形態では、シールドケース２の脚部２ｆのＸ方向の幅が２つの端面スルー
ホール４のＸ方向の間隔よりも小さくされている。理由としては、基板１の側端面１ｂの
一部とシールドケース２の脚部２ｆとを接合したときに、シールドケース２の脚部２ｆが
端面スルーホール４に電気的に接続されてしまうのを抑制するためである。
【００３９】
　また、本実施形態では、シールドケース２の側部２ｂの所定部分（脚部２ｆの近傍部分
）に、天面部２ａにまで跨って開口する開口部２ｇが形成されている。そして、シールド
ケース２の開口部２ｇによって、基板１の側端面１ｂの一部とシールドケース２の脚部２
ｆとの重畳部分（半田５による接合部分）が露出されている。また、Ｚ方向で見て、シー
ルドケース２の開口部２ｇの内側面のうちの脚部２ｆ側の面２ｈの位置と、基板１の実装
面１ａの位置とは同じにされている。なお、シールドケース２の開口部２ｇの形状は特に
限定されるものではなく、図示された形状以外の形状であってもよい。
【００４０】
　このような開口部２ｇをシールドケース２に形成することによって、シールドケース２
が基板１に装着された状態において、基板１の側端面１ｂの一部とシールドケース２の脚
部２ｆとの重畳部分（半田５による接合部分）をシールドケース２の天面部２ａ側から視
認することができるようになっている。もちろん、シールドケース２が基板１に装着され
た状態において、基板１の側端面１ｂの一部とシールドケース２の脚部２ｆとの重畳部分
（半田５による接合部分）をシールドケース２の側部２ｂ側から視認することもできる。
【００４１】
　さらに、本実施形態では、図２および図４に示すように、基板１の側端面１ｂの一部（
２つの端面スルーホール４の間の所定部分）に、端面スルーホール４とは別の端面スルー
ホール（内側面が金属メッキされた凹み）６が形成されている。この端面スルーホール６
の平面視における形状としては、端面スルーホール４のような半円形状ではなく、半円を
Ｘ方向に延ばした半長円形状となっている。そして、本実施形態では、シールドケース２
の脚部２ｆに接合される基板１の側端面１ｂの一部が端面スルーホール６の内側面とされ
ている。
【００４２】
　また、本実施形態では、図２および図５に示すように、シールドケース２の側部２ｃの
先端２ｅからは脚部２ｆが延ばされていないが、そのシールドケース２の側部２ｃの先端
２ｅは基板１の実装面１ａの側部１ｃ側に当接されている。これにより、基板１の実装面
１ａとシールドケース２の天面部２ａとの間の距離（シールドケース２の天面部２ａと電
子部品３との間の距離）が所望の距離となるように保持されている。
【００４３】
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　本実施形態では、上記のように、基板１の側端面１ｂの一部（端面スルーホール６の内
側面）と重畳する脚部２ｆをシールドケース２の側部２ｂの先端２ｄから延ばし、基板１
の側端面１ｂの一部（端面スルーホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとを
半田５で接合することによって、基板１とシールドケース２とを接合するための接合スペ
ースを基板１の実装面１ａに確保することなく、基板１とシールドケース２との接合を行
える。これにより、基板１の外形サイズを小さくすることができ、結果として、回路モジ
ュール１１の小型化を図ることが可能となる。
【００４４】
　さらに、本実施形態では、上記のように、基板１の側端面１ｂの一部（端面スルーホー
ル６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとの重畳部分（半田５による接合部分）を
露出させるための開口部２ｇをシールドケース２の側部２ｂに形成することによって、シ
ールドケース２の開口部２ｇをレーザ光の通光孔として機能させれば、半田５にのみ部分
的にレーザ光を照射して熱を加えることができる。すなわち、リフロー炉などによって半
田５を加熱する場合とは異なり、基板１の全体が加熱されることはない。このため、電子
部品３に熱ダメージが加わり難くなり、信頼性が向上する。また、基板１の側端面１ｂの
一部（端面スルーホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとの重畳部分（半田
５による接合部分）がシールドケース２の開口部２ｇから露出していれば、基板１の側端
面１ｂの一部（端面スルーホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとの間の接
合状態を確認することも容易にできる。
【００４５】
　また、本実施形態では、上記のように、シールドケース２の側部２ｂから天面部２ａに
跨るように開口部２ｇを形成することによって、基板１の側端面１ｂの一部（端面スルー
ホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとの重畳部分（半田５による接合部分
）がより大きく露出されるので、基板１の側端面１ｂの一部（端面スルーホール６の内側
面）とシールドケース２の脚部２ｆとの接合作業が容易となる。
【００４６】
　特に、半田５にレーザ光を照射することによって基板１の側端面１ｂの一部（端面スル
ーホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとを接合する場合には、レーザ光の
半田５への照射を効率的に行うことができる。すなわち、シールドケース２の側部２ｂか
ら天面部２ａに跨るように開口部２ｇが形成されていれば、シールドケース２の天面部２
ａ側から見て半田５が露出された状態となるので、半田５にレーザ光を当て易くなる。そ
の一方、シールドケース２の側部２ｂにだけ開口部２ｇが形成されているとすると、シー
ルドケース２の天面部２ａ側から見て半田５が露出されていない状態となるので、半田５
にレーザ光を当て難くなる。
【００４７】
　また、本実施形態では、上記のように、シールドケース２の互いに対向する一対の側部
２ｂのそれぞれから脚部２ｆを延ばし、それらを基板１の一対の側端面１ｂの一部（端面
スルーホール６の内側面）にそれぞれ接合することによって、基板１に対するシールドケ
ース２の接合をバランスよく行うことができる。
【００４８】
　また、本実施形態では、上記のように、シールドケース２の互いに対向する一対の側部
２ｃのそれぞれの先端２ｅを基板１の実装面１ａに当接させることによって、シールドケ
ース２の天面部２ａが傾かないように規制されるので、基板１の実装面１ａに対してシー
ルドケース２の天面部２ａを水平に保持することができる。これにより、シールドケース
２の天面部２ａが傾くことに起因して回路モジュール１１のＺ方向の厚み（高さ）が部分
的に大きくなる、という不都合が発生するのを抑制することができる。
【００４９】
　また、本実施形態では、上記のように、シールドケース２の脚部２ｆに接合される基板
１の側端面１ｂの一部を端面スルーホール６の内側面とすることによって、基板１の側端
面１ｂの一部（端面スルーホール６の内側面）とシールドケース２の脚部２ｆとの間の接
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合面積が増大するので、基板１とシールドケース２との接合をより強固にすることができ
る。さらに、端面スルーホール６を位置決め部として利用すれば、基板１とシールドケー
ス２との間の位置ずれを抑制することもできる。
【００５０】
　この場合、端面スルーホール６の形状を半長円形状とすることで、端面スルーホール６
の形状が一般的な半円形状である場合に比べて、基板１の内側への切り込み量が小さくな
る。したがって、基板１に端面スルーホール６を形成したとしても、基板１の実装面１ａ
の面積が小さくなるのを抑制することができる。
【００５１】
　ところで、本実施形態による回路モジュール１１は、以下のようにして製造される。
【００５２】
　すなわち、まず、図１および図２に示したような基板１およびシールドケース２を作製
し、基板１の実装面１ａに電子部品３を実装する。
【００５３】
　続いて、図３～図５に示したように、基板１の端面スルーホール６の内側面にクリーム
状の半田５を塗布する。そして、基板１にシールドケース２を装着することによって、シ
ールドケース２の天面部２ａを基板１の実装面１ａと対向させる。また、シールドケース
２の側部２ｂについては、側部２ｂの先端２ｄから延びる脚部２ｆを端面スルーホール６
の内側面と重畳させ、シールドケース２の側部２ｃについては、側部２ｃの先端２ｅを基
板１の実装面１ａに当接させる。なお、本実施形態では、基板１にシールドケース２が装
着された状態において、シールドケース２の脚部２ｆと端面スルーホール６の内側面との
重畳部分（クリーム状の半田５が塗布されている部分）がシールドケース２の開口部２ｇ
から露出される。
【００５４】
　次に、クリーム状の半田５に熱を加えることによって、クリーム状の半田５を硬化させ
る。これにより、シールドケース２の脚部２ｆと端面スルーホール６の内側面とが半田５
で接合される。
【００５５】
　この際、本実施形態では、図６に示すように、シールドケース２の開口部２ｇをレーザ
光Ｌの通光孔として機能させ、半田５にのみ部分的にレーザ光Ｌを照射して熱を加える。
なお、シールドケース２の開口部２ｇは、シールドケース２の脚部２ｆと端面スルーホー
ル６の内側面とを半田５で接合した後に、その接合状態を確認するための確認穴としても
利用される。
【００５６】
　今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範囲によ
って示され、さらに、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含ま
れる。
【００５７】
　たとえば、上記実施形態では、基板に形成された端面スルーホールの内側面にシールド
ケースの脚部を接合したが、本発明はこれに限らず、基板の側端面の平坦な部分にシール
ドケースの脚部を接合してもよい。ただし、このようにする場合には、半田接合を可能と
するため、基板の側端面の平坦な部分にメタライズ処理を施す必要がある。すなわち、メ
タライズ処理を施すための製造工程が追加される。一方、基板に形成された端面スルーホ
ールの内側面にシールドケースの脚部を接合する場合には、端面スルーホールの内側面は
金属メッキ処理が予め施された面であるので、製造工程が増加することはない。
【００５８】
　また、上記実施形態では、シールドケースの４つの側部のうちの互いに対向する一組の
一対の側部に脚部および開口部を設けたが、本発明はこれに限らず、互いに対向しない２
つの側部に脚部および開口部を設けてもよい。また、シールドケースの４つの側部のうち
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に、シールドケースの４つの側部のうちの１つの側部にのみ脚部および開口部を設けても
よいし、３つの側部に脚部および開口部を設けてもよい。
【００５９】
　また、上記実施形態では、半田を接合部材として用いたが、本発明はこれに限らず、半
田以外のものを接合部材として用いてもよい。たとえば、熱硬化性の樹脂部材を接合部材
として用いてもよい。
【００６０】
　また、上記実施形態では、シールドケースの４つの側部のうちの脚部および開口部が設
けられていない側部の先端を基板の実装面に当接させたが、本発明はこれに限らず、脚部
および開口部が設けられた側部の先端を基板の実装面に当接させてもよい。たとえば、上
記実施形態の構成において、図７に示すように、シールドケース２の側部２ｂと脚部２ｆ
との連結部分を折り曲げ、それによって、シールドケース２の側部２ｂの先端２ｄと基板
１の実装面１ａ（図２参照）との当接が可能となるようにしてもよい。
【００６１】
　また、上記実施形態では、半長円形状の端面スルーホールの内側面にシールドケースの
脚部を接合したが、本発明はこれに限らず、図８に示すように、半円形状の端面スルーホ
ール６の内側面にシールドケース２の脚部２ｆを接合してもよい。ただし、このようにす
る場合には、端面スルーホール６の内側面とシールドケース２の脚部２ｆとの間の接合面
積は増大する一方、基板１の内側への切り込み量が大きくなるので、基板１の実装面１ａ
の面積が小さくなる。
【符号の説明】
【００６２】
　　１　基板
　　１ａ　実装面
　　１ｂ、１ｃ　側端面
　　２　シールドケース
　　２ａ　天面部
　　２ｂ　側部（第１側部）
　　２ｃ　側部（第２側部）
　　２ｄ、２ｅ　先端
　　２ｆ　脚部
　　２ｇ　開口部
　　２ｈ　面
　　３　電子部品
　　５　半田（接合部材）
　　６　端面スルーホール
　　１１　回路モジュール
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